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※　この質疑応答書は、仕様書の追補とみなす。質問の内容によっては回答に設計変更を含む場合もあることから、業者は質問の有無にかかわらず全文を読まれたい。

質 疑 応 答 書

調査に際し、バルコニー部分の立入は可能でしょうか。 事前に立入箇所を知らせていただければ可能です。

質 疑 図面番号 回 答 図面番号

案件名称：外壁調査業務委託

立入り不可の部屋棟があればご教示ください。

調査に際し、曜日や日時の指定がありましたらご教示ください。

A棟(A-A07の立面図にあたる棟）2階の病室、C棟（AC-21、23の立面図にあたる棟）3階と4階の
居室等は感染症対策のため、原則として立入不可です。その他、感染症の流行状況によっては
立入を制限する場合があります。詳細は契約後の打ち合わせ等でお知らせいたします。

調査方法や調査箇所によって曜日や日時を配慮する必要があると考えますので、契約後の打ち
合わせ等で協議できればと存じます。
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